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第９回ガスＷＧでの議論概要（LNG基地の第三者利用関連）

 第９回ガスWGでは委員等から、LNG基地の第三者利用に関し、下記の趣旨の御意見を頂いた。

第９回ガスWGの議論： LNG基地の第三者利用関連
 今回のアンケート調査ではサテライト基地の第三者利用について具体的なニーズは得られていない。しかしながら、サテライト基地の初

期投資費用はそれほど高額ではなく、工業団地内にサテライト基地を設置することで天然ガスへの燃料転換を進められる可能性があ
り、天然ガスの需要が増大すれば基地の増設や一般ガス導管事業者の導管を工業団地内に延伸することも考えられる。基地の第
三者利用のニーズを今すぐ生み出すことが難しくとも、引き続き天然ガスシフトと導管延伸の可能性を探っていただきたい。【草薙委員】

 ＬＮＧ基地は、ガスシステム改革の議論の際に、競争部門に関わる設備と位置づけられていたが、大規模な基地は建設に数百億
円程度の投資を要し、需要地周辺の土地確保も困難であるため、新規参入者による基地整備の困難性の観点から、第三者利用
が制度措置されたものと認識している。今回の調査対象となったサテライト基地は建設の投資規模自体は数億円程度であり、確保す
る土地も小さく、大口の需要家であれば自前で保有しているケースもあるように基地整備は大規模基地に比べると容易。基地の第三
者利用の検討にあたってはＬＮＧ基地が競争部門に関わる設備である点や、規模による整備の困難性が違う点を前提とし、特に基
地保有者の事業運営に支障を来さず、基地建設のインセンティブも損なわないように留意いただきたい。【オブザーバー】

 規模の経済性がなければ基地の第三者利用の意味は小さい。小さな基地でも合理的なコストでつくれるということなのだとすると、第
三者利用よりも自分で作ればよい、という結論はすごく自然。もし本当にそうなら、規制改革会議にはそう返せばよいのではないか。規
模の経済性が働き、個社が自前で基地を建設するよりも共同で利用したほうがよいと認識しているからこそ基地の第三者利用の議論
がなされているわけだが、実際に規模の経済性が働いているのか否かを教えていただきたい。【松村委員】

 現時点でサテライト基地の第三者利用のニーズはないとのことだが、現在Soxの排出量を規制しているIMOの規制の対象にCO2が入
る可能性があり、将来的に内航船を含めて基地が重要な価値をもってくる可能性がある。【橘川委員】
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ＬＮＧサテライト基地の初期建設費用等に関するアンケート項目

 第９回ＷＧにおいて委員から、サテライト基地建設にあたって規模の経済性が働くのかどうか、という点に関して
発言があった。

 事務局において、サテライト基地の建設実績のあるプラントメーカー７社に対して、サテライト基地建設にあたっ
ての規模に応じた初期費用についてアンケートを実施した。

規模の経済性がなければ基地の第三者利用の意味は小さい。小さな基地でも合理的なコストでつくれるとい
うことなのだとすると、第三者利用よりも自分で作ればよい、という結論はすごく自然。もし本当にそうなら、規制
改革会議にはそう返せばよいのではないか。規模の経済性が働き、個社が自前で基地を建設するよりも共同
で利用したほうがよいと認識しているからこそ基地の第三者利用の議論がなされているわけだが、実際に規模の
経済性が働いているのか否かを教えていただきたい。

【第９回WGにおける松村委員ご発言】

【アンケート調査票】
【質問事項】＜回答必須＞
サテライト基地のLNG年間使用量（ｔ/年）ごとに、１～４に対応する数値を記入してください。

サテライト基地のLNG年間使用量（ｔ/年） 5,000 10,000 15,000 30,000 40,000 50,000
1 1日平均使用量（t/日）
2 LNG貯槽容量（kl）
3 必要面積（㎡）
4 初期費用

※ １については、サテライト基地のLNG年間使用量に応じた、おおよその１日あたりのLNG平均使用量(t/日)を記載してください。

※ ２については、サテライト基地のLNG年間使用量に応じた、おおよそのLNG貯槽容量（kl）を記載してください。

※ ３については、サテライト基地のLNG年間使用量に応じた、おおよその必要面積（㎡）を記載してください。

※ ４については、サテライト基地のLNG年間使用量に応じた、おおよその初期費用（億円）を記載してください。

※ 該当する規模の基地の製造実績がない等の理由で回答が困難な場合は推計値を記載いただけますと幸いです。その場合、推計値であることを明記してください。

※ 推計値を記載いただくことも困難である場合は、該当部分は空欄としてください。
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アンケート結果を踏まえた今後の対応方針

 一般的にLNG基地建設にあたっては規模の経済性が働き、サテライト基地建設にあたっての貯槽容量あたり
の初期費用は、一次受入基地建設の場合に比して一定程度高くなることが確認された。

 第32回ガスシステム改革小委で示した通り、LNG基地の建設には多額の投資が必要となることに加え、特に
大都市圏ではその立地可能地点が限定的であることを踏まえれば、新規参入者が自らそのLNG基地を建設
することは決して容易ではないため、競争を活性化させるための制度として措置したものがLNG基地の第三者
利用制度である。ニーズに応じて規模の経済性を活かした一次受入基地を建設し、ＬＮＧ基地の第三者利
用を制度的に措置することは合理的である。

 他方、一次受入基地建設の場合と比べてサテライト基地建設に必要となる投資額は少額であること、必要面
積が小さいことから立地可能地点の選択肢が豊富であること、そもそもLNG基地は競争部門に係る設備であ
ること、には留意する必要がある。貯槽容量あたりの初期費用が一定程度高くても一次受入基地に比べれば
建設は容易であることから、必ずしも第三者利用の制度的措置が必要とは言い切れず、まずは事例を積み重
ねることが必要と考えられる。

 したがって、第９回WGで確認したとおり、サテライト基地について具体的な利用の申出あるいは利用の問い合
わせが行われた事例はないことから、具体的な事例が蓄積される中で、今後「適正なガス取引についての指
針」以上の制度的措置を講じる必要性が認められた場合に具体的な措置を検討することとする。

＜適正なガス取引についての指針（2017年2月6日）抜粋＞
Ⅲ 製造分野における適正なガス取引の在り方
１ 考え方
（１）ＬＮＧ基地の第三者利用
③ 法定ＬＮＧ基地に該当しないＬＮＧ基地（以下「その他ＬＮＧ基地」という。）を維持し及び運用する事業者（以下
「その他ＬＮＧ基地事業者」という。）は、ガス事業法に基づくガス受託製造の義務が課せられるものではないが、ガスの卸売
市場の活性化を図る観点から、第三者から自己が維持し及び運用するその他ＬＮＧ基地の利用の申出を受けた場合には、
当事者間の相対交渉を通じて適切な条件で応じることが望まれる。
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（参考）第32回ガスシステム改革小委員会（2016年5月24日）資料5 事務局資料より抜粋
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（参考）第９回ガス事業制度検討WG（2019年8月2日）資料4 事務局資料より抜粋


